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パブリックコメント実施結果
１　実施状況

　⑴　募集期間

　　　令和５年12月２０日（水）から令和6年１月２２日（月）まで

　⑵　計画案の公表・配布

　　　福祉課及び子ども家庭課窓口、情報コーナー、各小校区共生ステーション、

　　福祉の家、まちづくりセンター、市ホームページ

　　　※計画の概要について、字幕と手話通訳付きの説明動画を作成

２　意見の提出人数、件数

　　１ 人（１ 件）

３　意見の内容及び市の考え方

意見内容 市の考え方 

在宅料療養等支援用具電気式痰
吸引器とは違う電気式排血療法
真空吸引器、ポンプ式、在宅療
養等支援用具の新規追加補充の
要望。 

　本計画に具体的な品目について、記載はありませんが、計画書
１８ページ（施策項目３の７）に日常生活用具給付事業について記載
しています。 
　現在、電気式痰吸引器は支給対象となっていますので、計画書
の記載は現行のとおりとします。 

説明動画QR：YouTube



№ 修正箇所 ページ 修正前 修正内容 備考

  障がい者基本計画

1 １ 生活支援
施策項目２

№３

17

障がいのある人とその家族等のライフ
ステージを踏まえたさまざまな生活課
題に伴走し支援できるよう、相談支援
体制の強化を図ります。

障がいのある人やその家族等に対し継続
的に伴走支援を行うための体制強化に向け、
計画相談支援及び障害児相談支援の活発
化を図るため、指定特定相談支援事業者
又は指定障害児相談支援事業者との連携
体制を充実します。

　

2 １ 生活支援
施策項目２　

№７

17

計画相談支援及び障害児相談支援の
活発化と充実のため、基幹相談支援セ
ンターが中心となり、指定特定相談支
援事業者又は障害児相談支援事業者と
の連携体制の充実を図ります。

１－２－３の記載を修正する形で統合

第２回会議以降の修正点



№ 修正箇所 ページ 修正前 修正内容 備考

  障がい福祉計画

3
２ 計画の成果目標
⑶　地域生活支援
拠点等が有する機
能の充実

34

目標：地域生活支援拠点等の充実
令和８年度末までに地域生活支援拠点等
において、年１回以上運用状況の検証及
び検討を実施する。

目標：地域生活支援拠点等の充実
令和８年度末までに地域生活支援拠点等に
おいて、効果的な支援体制及び緊急時の
連絡体制の構築を進め、また、年１回以上
運用状況の検証及び検討を実施する。

【愛知県指摘】
国指針では、地域生活支援拠点等
に関し、効果的な支援体制及び緊
急時の連絡体制の構築を進める（２
２）ことが定められています。

4
２ 計画の成果目標
⑶　地域生活支援
拠点等が有する機
能の充実

34 ー

内容に障がい者の支援体制の充実を追記
目標：障がい者の支援体制の充実
内容：令和８年度末までに強度行動障害
を有する障がい者に関して、その状況や
支援ニーズを把握し、地域の関係機関
が連携した体制の整備を進める。

【愛知県指摘】
国指針では、令和八年度末までに、
各市町村又は圏域において、強度
行動障害を有する障害者に関して、
その状況や支援ニーズを把握し、
地域の関係機関が連携した支援体
制の整備を進めることを基本とする
（２２）旨の定めがあります。

５

２　地域生活支援
事業の見込みと確
保方策
⑵　相談支援事業
・相談支援事業

45

障がいのある人の福祉に関する様々な問
題に対し、その相談に応じて必要な情報
の提供や助言、その他の障害福祉サービ
スの利用支援等、必要な支援を行います。

障がいのある人の福祉に関する様々な
問題に対し、意思決定支援に配慮しな
がら相談を行い、必要な情報の提供や
助言、その他の障害福祉サービスの利
用支援等について、必要な支援を行いま
す。

第2回自立支援協議会本会議の結果
を踏まえ修正

６

障がい福祉計画
２　地域生活支援
事業の見込みと確
保方策
⑵　相談支援事業
・基幹相談支援セ
ンター

45

基幹相談支援センターと地域の指定特定
相談支援事業所が連携を図り、個々の
ニーズに着目した支援が出来るよう、ケ
アマネジメント能力の向上に努めていきま
す。また、基幹相談支援センターが中心
となり、障がい者の虐待防止の広報・普
及・啓発を進めるとともに、福祉事業者
等の職員に対し、適切な支援のあり方に
関する研修等を実施します。

基幹相談支援センターと地域の指定特定
相談支援事業所が連携を図り、個々の
意思決定に着目した支援が出来るよう、
ケアマネジメント能力の向上に努めてい
きます。また、基幹相談支援センターが
中心となり、障がい者の虐待防止の広
報・普及・啓発を進めるとともに、福祉
事業者等の職員に対し、適切な支援の
あり方に関する研修等を実施します。

第2回自立支援協議会本会議の結果
を踏まえ修正



№ 修正箇所 ページ 修正前 修正内容 備考

  障がい児福祉計画

7

３　障がい児への
サービスの見込み
と確保方策
⑴　障害児通所支
援
・児童発達支援

57
～59

ー
医療型児童発達支援の記載につい
て、児童発達支援と一元化しました。

【愛知県指摘】
児童発達支援は、令和４年６月に成立した改正児童福祉法
において、障害種別にかかわらず障害児を支援できるよう
類型（福祉型、医療型）の一元化が行われるものとされ
ております。（施行期日：令和６年４月１日）
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児童福祉法等の一部を改正する法律案の概要
改正の趣旨

改正の概要

施行期日

児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきている状況等を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支
援のための体制強化等を行う。

１．子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及び事業の拡充【児童福祉法、母子保健法】
①市区町村は、全ての妊産婦・子育て世帯・子どもの包括的な相談支援等を行うこども家庭センター（※）の設置や、身近な子育て支援の場（保育所等）にお
ける相談機関の整備に努める。こども家庭センターは、支援を要する子どもや妊産婦等への支援計画（サポートプラン）を作成する。

※子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターを見直し。
②訪問による家事支援、児童の居場所づくりの支援、親子関係の形成の支援等を行う事業をそれぞれ新設する。これらを含む家庭支援の事業について市区町村
が必要に応じ利用勧奨・措置を実施する。

③児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を担うことの明確化や、障害種別にかかわらず障害児を支援できるよう児童発達支援の類型
（福祉型、医療型）の一元化を行う。

２．一時保護所及び児童相談所による児童への処遇や支援、困難を抱える妊産婦等への支援の質の向上【児童福祉法】
①一時保護所の設備・運営基準を策定して一時保護所の環境改善を図る。児童相談所による支援の強化として、民間との協働による親子再統合の事業の実施や、
里親支援センターの児童福祉施設としての位置づけ等を行う。

②困難を抱える妊産婦等に一時的な住居や食事提供、その後の養育等に係る情報提供等を行う事業を創設する。
３．社会的養育経験者・障害児入所施設の入所児童等に対する自立支援の強化【児童福祉法】
①児童自立生活援助の年齢による一律の利用制限を弾力化する。社会的養育経験者等を通所や訪問等により支援する拠点を設置する事業を創設する。
②障害児入所施設の入所児童等が地域生活等へ移行する際の調整の責任主体（都道府県・政令市）を明確化するとともに、22歳までの入所継続を可能とする。

４．児童の意見聴取等の仕組みの整備【児童福祉法】
児童相談所等は入所措置や一時保護等の際に児童の最善の利益を考慮しつつ、児童の意見・意向を勘案して措置を行うため、児童の意見聴取等の措置を講ずることとす

る。都道府県は児童の意見・意向表明や権利擁護に向けた必要な環境整備を行う。
５．一時保護開始時の判断に関する司法審査の導入【児童福祉法】
児童相談所が一時保護を開始する際に､ 親権者等が同意した場合等を除き､ 事前又は保護開始から７日以内に裁判官に一時保護状を請求する等の手続を設ける。

６．子ども家庭福祉の実務者の専門性の向上【児童福祉法】
児童虐待を受けた児童の保護等の専門的な対応を要する事項について十分な知識・技術を有する者を新たに児童福祉司の任用要件に追加する。

７．児童をわいせつ行為から守る環境整備（性犯罪歴等の証明を求める仕組み（日本版DBS）の導入に先駆けた取組強化）【児童福祉法】
児童にわいせつ行為を行った保育士の資格管理の厳格化を行うとともに、ベビーシッター等に対する事業停止命令等の情報の公表や共有を可能とするほか、
所要の改正を行う。

令和6年4月1日（ただし、5は公布後3年以内で政令で定める日、７の一部は公布後3月を経過した日、令和５年４月１日又は公布後2年以内で政令で定める日）

※当該規定に基づいて、子ども家庭福祉の実務経験者向けの認定資格を導入する。
※認定資格の取得状況等を勘案するとともに、業務内容や必要な専門知識・技術、教育課程の明確化、養成体制や資格取得者の雇用機会の確保、といった環境を整備しつつ、
その能力を発揮して働くことができる組織及び資格の在り方について、国家資格を含め、施行後２年を目途として検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
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児童発達支援センターの役割・機能の強化（１．③関係）
＜制度の現状＞
○ 主に未就学の障害児の発達支援を行う「児童発達支援センター」については、地域における中核的役割を果たすことが期待されている
が、果たすべき機能や、一般の「児童発達支援事業所」との役割分担が明確でない。

○ 障害児通所支援については、平成24年の法改正において、障害児や家族にとって身近な地域で必要な発達支援を受けられるよう、障害種
別毎に分かれていた給付体系をできる限り一元化したが、児童発達支援センターは「福祉型」と「医療型」（肢体不自由児を対象）に分か
れ、障害種別による類型となっている。

【現 行】

医療型児童発達支援

福祉型児童発達支援センター児童発達支援
【対象】全ての障害児
【支援内容】福祉的支援

【対象】肢体不自由児
【支援内容】福祉的支援＋治療（リハビリテーション）

【改正案】

児童発達支援センター

その他の児童発達支援事業所

児童発達支援 【対象】全ての障害児
【支援内容】福祉的支援（＋肢体不自由児の治療（＊））
＊ これまで医療型で行ってきた治療（リハビリテーション）
は引き続き実施可能

一
元
化

医療型児童発達支援センター

※福祉型と医療型を「児童発達支援センター」に一元化642か所

95か所

7,852か所

※ か所数は令和2年10月時点。児童発達支援は国保連データ、福祉型及び医療型の
児童発達支援センターは社会福祉施設等調査によるか所数。

＜改正案の内容＞
① 児童発達支援センターが、地域における障害児支援の中核的役割を担うことを明確化する。
⇒ これにより、多様な障害のある子どもや家庭環境等に困難を抱えた子ども等に対し、適切な発達支援の提供につなげるとと
もに、地域全体の障害児支援の質の底上げを図る。

＜「中核的役割」として明確化する具体的な役割・機能のイメージ＞
① 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
② 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能（支援内容等の助言・援助機能）
③ 地域のインクルージョン推進の中核としての機能
④ 地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能

② 児童発達支援センターの類型（福祉型・医療型）の一元化を行う。
⇒ これにより、障害種別にかかわらず、身近な地域で必要な発達支援を受けられるようにする。

その他の児童発達支援事業所

10


